
(3)虚偽の申告であった場合は、遡及して課税されることになります。

(1)この申告書は、転出元の都道府県の市区町村へ軽自動車税の課税を停止する場合に

　用います。

(2)申告者は転出元における使用者（所有者）です。転出・転入と同時に譲渡があった場合

　も同様です。

注

（新車検証等の写し　有・無）

　備　考

持参人氏名

持参人連絡先

住所

旧
所
有
者

旧 使 用 の
本拠の位置
(主たる定置場)

新車両番号

氏名
又は
名称

ふりがな

新 使 用 の
本拠の位置
(主たる定置場)

旧
使
用
者

(

申
告
者

)

ふりがな

氏名
又は
名称

住所

ふりがな

氏名
又は
名称

住所

新
使
用
者

車体の形状

貨物・乗用・特殊用途

用途

自家用・事業用

自家用・事業用の別

年
  昭和

  令和

自動車の種別

軽(三四輪)・軽二輪・小型二輪  平成

初年度検査年 車名 型式 原動機の型式

旧車両番号

車台番号

軽自動車変更（転出）申告書

印
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宮城県東松島市長 様


